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児
童
虐
待
は
、
早
期
に
発
見
し
、

そ
の
家
庭
に
対
し
て
適
切
な
支
援
を

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
地
域
の
住

民
一
人
ひ
と
り
が
子
ど
も
を
虐
待
か

ら
守
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
員
で

す
。
あ
な
た
の
一
言
が
子
ど
も
と
親

を
救
う
き
っ
か
け
に
な
り
ま
す
。

※
通
告
者
の
秘
密
は
守
ら
れ
ま
す
。

　

虐
待
を
受
け
た
と
思
わ
れ
る
子
ど

も
を
見
つ
け
た
と
き
や
、
ご
自
身
が

出
産
や
子
育
て
に
悩
ん
だ
と
き
は
、

児
童
相
談
所
や
役
場
健
康
福
祉
室
に

連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
連
絡
・
通
告
先

役
場
健
康
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７
（
直
通
）

中
央
児
童
相
談
所
北
部
支
所

☎
20
・
１
０
１
０

こ
ど
も
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
24

☎
０
１
２
０
・
７な
や

み
８
３
・
８は
８やー
よ４

（
携
帯
電
話
か
ら
）

☎
０
２
７
・
２
６
３
・
１
１
０
０

児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

☎
０
５
７
０
・
０
６
４
・
０
０
０

『
さ
し
の
べ
た
　
そ
の
手
が
こ
ど
も
の
　
命
綱
』

11
月
は
児
童
虐
待
防
止
推
進
月
間

オレンジリボンには
「子どもの虐待を防止する」という
メッセージが込められています。

1.
2.
3.
4.
5.

「おかしい」と思ったら迷わず連絡（通告）を
「しつけのつもり…」は言い訳。子どもの立場で判断
ひとりで抱え込まない。あなたにできることから行動を
親の立場より子どもの立場。子どもの命が最優先
虐待はあなたのまわりでも起こりうる

子どもを虐待から守るための５ヶ条

　

暴
力
は
、
そ
の
対
象
の
性
別
や
加

害
者
、
被
害
者
の
間
柄
を
問
わ
ず
、

決
し
て
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
特
に
、
配
偶
者
な
ど
か
ら
の

暴
力
・
性
犯
罪
・
売
春
・
買
春
・
人

身
取
引
・
セ
ク
シ
ャ
ル
ハ
ラ
ス
メ
ン

ト
・
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
な
ど
女
性
に

対
す
る
暴
力
は
、
女
性
の
人
権
を
著

し
く
侵
害
す
る
も
の
で
す
。

　

11
月
12
日
か
ら
25
日
ま
で
の
２
週

間
は
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す

運
動
期
間
で
す
。　

　

問
題
に
関
す
る
取
組
を
一
層
強
化

し
、
女
性
の
人
権
尊
重
の
た
め
の
意

識
啓
発
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
ま

す
。

▼
問
合
せ
先　

健
康
福
祉
課 

福
祉
室

☎
26 

・
２
２
４
７
（
直
通
）

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
期
間

女
性
の
人
権
の
尊
重
を
目
的
と
し
て

　

配
偶
者
か
ら
の
暴
力
を
は
じ
め
と

し
て
、
人
間
関
係
や
家
庭
生
活
の
破

た
ん
、
生
活
困
窮
な
ど
女
性
の
抱
え

る
様
々
な
悩
み
や
心
配
事
に
つ
い
て

相
談
に
応
じ
、
必
要
な
助
言
、
自
立

の
た
め
の
支
援
を
行
い
ま
す
。

▼
相
談
専
用
電
話

群
馬
県
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
・
２
６
１
・
４
４
６
６

▼
相
談
時
間　

平
日　
　
　

９
時
〜
20
時

土
日
祝
日　

13
時
〜
17
時

※
毎
週
水
曜
日
の
13
時
〜
14
時
30
分

は
弁
護
士
に
よ
る
Ｄ
Ｖ
法
律
電
話
相

談
（
弁
護
士
相
談
の
み
要
予
約
）

　

秘
密
は
厳
守
し
ま
す
。
つ
ら
い
思

い
を
し
て
い
る
女
性
の
み
な
さ
ん
、

是
非
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

相
談
機
関
の
お
知
ら
せ

　

桑
原
純
太
様
よ
り
１
５
０
万
円
の
ふ
る
さ
と
納
税（
寄
附
金
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

寄
附
金
は
、町
の
福
祉・教
育・ま
ち
づ
く
り
な
ど
に
充
当
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

桑
原
純
太
様
よ
り
１
５
０
万
円
の
ふ
る
さ
と
納
税（
寄
附
金
）

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ふ
る
さ
と
納
税 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す



税
務
室
か
ら

　
　
　
お
知
ら
せ

税
務
室
か
ら

　
　
　
お
知
ら
せ

９ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

教育委員  竹内邦夫さん 教育委員  飯塚満さん

　

登
記
し
て
い
な
い
家
屋
を
取
り

壊
し
た
人
は
、
財
務
課
税
務
室
に

「
家
屋
滅
失
届
」
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
後
日
、
職
員
が
現
地
を

確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家

屋
の
所
有
者
が
変
更
に
な
っ
た
と

き
は
、「
未
登
記
家
屋
に
関
す
る

報
告
書
」を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
式
は
税

務
室
に
用
意
し
て
あ
る
ほ
か
、
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
印
刷
す
る
こ

と
も
で
き
ま
す
。

　

不
明
な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、

お
問
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

税
務
室 

固
定
資
産
税
担
当

☎
26
・
２
２
３
７
（
直
通
）

　

不
動
産
の
公
売
を
、
県
お
よ
び

中
部
県
民
局
管
内
の
市
町
村
と
同

一
の
時
間
、
会
場
に
お
い
て
合
同

で
実
施
し
ま
す
。

　

物
件
な
ど
の
概
要
・
詳
細
は
、

広
報
よ
し
お
か
９
月
号
、
財
務
課

税
務
室
窓
口
の
公
売
予
定
物
件
案

内
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。
な
お
、
吉
岡
町－

３
は
公
売
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

※
物
件
に
よ
っ
て
は
、
公
売
が
中

止
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
期
日　

11
月
26
日
㊋

▼
場
所

群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎
敷
地
内

群
馬
県
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー
（
前

橋
市
上
細
井
町
２
１
４
２－

１
）

▼
問
合
せ
先

税
務
室 

徴
収
担
当

☎
26
・
２
２
３
８
（
直
通
）

　

http://w
w
w
.tow
n.yoshioka.

gunm
a.jp/

差
押
え
た
不
動
産

差
押
え
た
不
動
産

　

公
売
を
実
施
し
ま
す

　

公
売
を
実
施
し
ま
す

差
押
え
た
不
動
産

　

公
売
を
実
施
し
ま
す

登
記
し
て
い
な
い
家
屋

取
り
壊
し
た
ら

　
　
　
役
場
に
届
出
を

登
記
し
て
い
な
い
家
屋

取
り
壊
し
た
ら

　
　
　
役
場
に
届
出
を

　教育委員長の今井久美子さんが９月 30 日で任期満了となりま
した。これに伴い９月定例議会で、竹内邦夫さんが議会の同意を
得て、10 月１日付で教育委員に任命されました。
　また、臨時教育委員会が 10 月１日に開催され、飯塚満さんが
教育委員長に選任されました。

　委員長　　　飯塚　　満　　　職務代行者　名塚　和彦
　教育委員　　武藤さゆり　　　教育委員　　竹内　邦夫
　教育長　　　大沢　　清　　　（敬称略）

新教育委員会の体制をお知らせします

　

群
馬
県
土
の
３
分
の
２
を
占
め
る

森
林
は
、
県
民
共
有
の
財
産
で
す
。

守
り
、
育
て
、
次
世
代
に
引
き
継
い

で
い
く
た
め
、
県
民
税
均
等
割
り
の

超
過
課
税
と
し
て
「
ぐ
ん
ま
緑
の
県

民
税
（
通
称
）」
を
平
成
26
年
４
月

か
ら
導
入
し
ま
す
。

 　
「
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
」
に
つ
い

て
皆
さ
ん
の
意
見
交
換
会
を
開
催
し

ま
す
。

　

使
い
途
や
税
率
、
課
税
方
法
な
ど

に
つ
い
て
の
説
明
や
、
森
林
・
里
親

保
全
な
ど
に
取
り
組
む
団
体
な
ど
の

活
動
を
紹
介
し
ま
す
。

▼
期
日　

12
月
７
日
㊏

▼
時
間　

午
後
２
時
〜
３
時
30
分

▼
場
所　
高
崎
合
同
庁
舎
４
０
２
会
議
室

▼
申
込
締
切　

12
月
２
日
㊊

▼
定
員　

先
着
１
０
０
人

▼
申
込
・
問
合
せ
先

県
庁
林
政
課

〒
３
７
１－

８
５
７
０　

前
橋
市
大

手
町
１－

１－

１

☎
０
２
７
・
２
２
６
・
３
２
１
１

℻
０
２
７
・
２
２
３
・
０
１
５
４

　

rinseika@
pref.gunm

a.lg.jp

　

参
加
者
全
員
の
氏
名
、電
話
番
号

を
お
知
ら
せ
く
だ
さ
い
。

「
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
」

「
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
」

　
　

県
民
意
見
交
換
会

　
　

県
民
意
見
交
換
会

「
ぐ
ん
ま
緑
の
県
民
税
」

　
　

県
民
意
見
交
換
会


